
美 唄 市 建 設 工 事 等 指 名 業 者 選 定 基 準 
 

 
 

平 成 19年 ４ 月 １ 日 
美 唄 市 庁 達 第 23号 

 
 

（ 趣 旨 ） 

第 １ 条 こ の 基 準 は 、 美 唄 市 財 務 規 則 （ 昭 和 41年 美 唄 市 規 則 第 4号 ） 第 125条 に 定 め る 指 

名 基 準 の 細 則 を 定 め る も の の ほ か 、 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 及 び 建 設 工 事 に 係 る 業 務 の 

委 託 の 指 名 競 争 入 札 及 び 見 積 合 わ せ の 参 加 者 （ 以 下 「 入 札 参 加 者 」 と い う 。） の 選 定 

に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め 、 も っ て 厳 正 か つ 公 正 な 入 札 の 執 行 を 図 る も の と す る 。 

（ 入 札 参 加 者 数 ） 

第 ２ 条 入 札 参 加 者 の 数 は 、 次 の 各 号 の 定 め る と こ ろ に よ る 予 定 価 格 の 区 分 に 応 じ 選 定 

す る も の と す る 。 た だ し 、 や む を 得 な い と 認 め る 場 合 は 、 各 号 に 規 定 す る 数 未 満 の 者 

を 選 定 す る こ と が で き る 。 

(1) 200万 円 未 満 ３ 業 者 以 上 

(2) 200万 円 以 上 5,000万 円 未 満 ４ 業 者 以 上 

(3)  5,000万 円 以 上 15,000万 円 未 満 ５ 業 者 以 上 

(4)  15,000万 円 以 上 ６ 業 者 以 上 

（ 入 札 参 加 者 の 選 定 ） 

第 ３ 条 入 札 参 加 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に よ り 選 定 し な け れ ば な ら な い 。 

(1)  当 該 工 事 の 工 種 に 応 じ 、 別 表 ２ に 掲 げ る 工 事 発 注 の 標 準 と な る 予 定 価 格 に 相 応 す 

る 等 級 に 格 付 さ れ た 者 の 中 か ら 選 定 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 必 要 と 認 め る 場 

合 は 、 直 近 上 位 の 等 級 に 格 付 さ れ た 者 の 中 か ら 選 定 す る こ と が で き る 。 

(2)  工 事 の 施 工 上 、専 門 的 な 技 術 を 要 す る 特 殊 工 事 又は 特 に 必 要 あ る 工 事 の 場 合 は 、 当 

該 工 事 の 等 級 以 上 の 者 の 中 か ら 選 定 し な け れ ば な ら な い 。 

(3)  予 定 価 格 が 全 体 計 画 の 一 部 の 場 合 は 、 全 体 の 予 定 価 格 に 対 応 す る 等 級 に 格 付 さ れ 

た 者 を 選 定 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 直 近 上 位 の 等 級 に 

格 付 さ れ た 者 の 中 か ら 選 定 す る こ と が で き る 。 

(4)  条 例 、 規 則 等 に 定 め る 工 事 施 工 の 場 合 は 、 そ の 条 例 、 規 則 等 で 指 定 を 受 け た 者 の 

中 か ら 選 定 す る も の と す る 。 

(5)  当 該 工 事 の 予 定 価 格 に 相 応 す る 等 級 に 格 付 さ れ た 者 が 過 少 で 、 前 各 号 に よ り 難 い 

場 合 は 、 当 該 工 事 の 等 級 以 上 の 者 の 中 か ら 選 定 し な け れ ば な ら な い 。 

(6)  格 付 を 行 わ な い 工 種 の 場 合 は 、 当 該 工 事 の 工 種 に 登 録 さ れ た す べ て の 者 の 中 か ら 

選 定 す る こ と が で き る 。 

（ 運 用 基 準 ） 

第 ４ 条 入 札 参 加 者 の 選 定 に 当 た っ て は 、 別 表 １ に 定 め る 運 用 基 準 に 留 意 す る も の と す 

る 。 

（ 補 則 ） 



第 ５ 条 こ の 基 準 に 定 め の な い 事 項 又は こ の 基 準 に よ り 難 い 事 項 に つ い て は 、 市 長 が 
別 に 定 め る も の す る 。 

 
 

附 則 

 こ の 基 準 は 、 平 成 19年４月１日 か ら 施 行 す る 。 
 

附 則 

 こ の 基 準 は 、 平 成 22年 7 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 
 

附 則 

 こ の 基 準 は 、 平 成 23年 9 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 
 

 
別 表 １ （ 第 ４ 条 関 係 ） 

 
運 用 基 準 

 
 

項 目 
 

具 体 的 な 内 容 
 

(1)  審 査 基 準 日 以 降 

に お け る 経 営 状 況 

 

新 聞 、 そ の 他 情 報 等 に よ り 銀 行 取 引 停 止 等 の 事 実 ま た 経 営 

状 況 が 著 し く 不 健 全 で あ る こ と を 確 認 し た と き は 、 当 該 状 況 

が 改 善 さ れ た と 判 断 さ れ る ま で の 間 、 指 名 し な い こ と 。 

 

(2)  審 査 基 準 日 以 降 

に お け る 工 事 成 績 

の 状 況 

 

( 1 ) 市 発 注 工 事 の 施 工 成 績 が 6 5 点 未 満 で あ る 者 は 、 当 該 工 事 

以 降 ３ ヵ 月 の 間 、 指 名 し な い こ と 。 

(2)  工 事 成 績 が 特 に 優 良 で あ る 場 合 は 、こ れ を 尊 重 す る こ と 。 

 

(3)  当 該 工 事 に 対 す 

る 地 理 的 条 件 

 

本 店 、 支 店 、 営 業 所 等 が 本 市又は 近 隣 市 町 に 所 在 し て お 

り 、 当 該 工 事 を 確 実 か つ 円 滑 に 実 施 で き る 施 行 体 制 が 確 保 さ 

れ て い る こ と 。 

 

(4)  手 持 ち 工 事 か ら 

み た 施 行 能 力 

 

市 発 注 工 事 の 手 持 ち 状 況 か ら み て 、 当 該 工 事 を 施 工 す る 能 

力 が あ る と 判 断 さ れ る こ と 。 

 

(5)  当 該 工 事 の 施 工 

に 対 す る 技 術 的 適 

性 

 

(1)  当 該 工 事 と 同 種又は 同 規 模 の 施 工 実 績 が あ る こ と 。 

( 2 ) 当 該 工 事 を 施 工 す る に 足 る 有 資 格 技 術 者 を 確 保 で き る こ 

と 。 
 

(6)  審 査 基 準 日 以 降 

に お け る 安 全 管 理 

の 状 況 

 

( 1 ) 市 発 注 工 事 に つ い て 、 安 全 管 理 の 改 善 に 関 し 労 働 基 準 監 

督 署 等 か ら の 改 善 指 導 が あ り 、 当 該 指 導 に 従 わ な い 場 合 、 

３ ヵ 月 の 間 、 指 名 し な い こ と 。 

( 2 ) 市 発 注 工 事 に つ い て 、 過 去 ２ 年 間 死 亡 事 故 の 発 生 が な い 

こ と 等 、 安 全 管 理 の 成 績 が 特 に 優 良 で あ る 場 合 は 、 こ れ を 

尊 重 す る こ と 。 



 

区 分 
 
 

等 級 

 
 

土 木 、 建 築 、 水 道 施 設 、 管 、 電 気 、 ほ 装 、 と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 

 
 

Ａ 

 
 

5,000万 円 以 上 

 
 

Ｂ 

 
1,000万 円 以 上 

 

5,000万 円 未 満 

 
 

Ｃ 

 
 

1,000万 円 未 満 

 

 

(7)  審 査 基 準 日 以 降 
 

( 1 ) 新 聞 、 そ の 他 情 報 で 賃 金 不 払 の 事 実 に つ い て 確 認 さ れ た 
に お け る 労 働 福 祉 
の 状 況 

場 合 ３ ヵ 月 の 間 、 指 名 し な い こ と 。 
( 2 ) 建 設 労 働 者 の 雇 用 ・ 労 働 条 件 の 改 善 に 取 り 組 み 、 関 係 行 

政 機 関 か ら 表 彰 を 受 け て い る 等 、 労 働 福 祉 の 状 況 が 特 に 優 

良 で あ る 場 合 は 、 こ れ を 尊 重 す る こ と 。 
 

(8)  審 査 基 準 日 以 降 

に お け る 不 正 ・ 不 

誠 実 行 為 の 有 無 

 

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 指 名 し な い こ と 。 

( 1 ) 市 発 注 工 事 に 関 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 該 当 し 、 請 負 者 と 

し て 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き 。 

ア  一 括 下 請 等 、 関 係 行 政 機 関 等 か ら の 通 知 に よ り 、 請 負 者 

の 下 請 契 約 関 係 が 不 適 切 で あ る こ と が 明 確 で あ る こ と 。 

イ  工 事 請 負 契 約 書 に 基 づ く 措 置 請 求 に 請 負 者 が 従 わ な い こ 

と 等 、 請 負 契 約 の 履 行 が 不 誠 実 で あ る こ と 。 

( 2 ) 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経 営 を 支 配 す る 建 設 

業 者 又は こ れ に 準 ず る も の と し て 公 共 工 事 か ら の 排 除 要 請 

が あ り 当 該 状 態 が 継 続 し て い る 場 合 等 明 ら か に 請 負 者 と し 

て 不 適 当 と 認 め ら れ る こ と 。 
 

(9)  審 査 基 準 日 以 降 

に お け る そ の 他 の 

状 況 

 

過 去 ２ カ 年 、 指 名 回 数 に 偏 り が な い か 勘 案 す る こ と 。 

 
 
 
 

別 表 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）  
 
工 事 発 注 の 標 準 と な る 予 定 価 格 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


